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第２回 障がい者制度改 革推 進会議 (H22年2 月2日(火) 13:00～17:00)
だい かいしょう しゃせいどかいかくすいしんかいぎ ねんにがつ か か

議事要 録
ぎ じ ようろく

（※ 委員名は、五 十 音 順 とし、敬 称を 略 させていただいて
いいんめい ごじゅうおんじゅん けいしょう りゃく

います また 記載された内 容そのものでなくとも関 連する発 言。 、
きさい ないよう かんれん はつげん

があったような場合には ○○ 委員名 ほか と記載している箇所、「 （ ） 」
ばあい いいんめい きさい かしょ

もあります。

記載の項 目の順 序は、当 日の議事の順 序とは 必 ずしも
きさい こうもく じゅんじょ とうじつ ぎ じ じゅんじょ かなら

、 、 。同じではなく 可能な限り 関 連する項 目をまとめております
おな かのう かぎ かんれん こうもく

特に 「基本的人 権の確 認」の部分は 「障 害の定義」の前、 、
とく きほんてきじんけん かくにん ぶぶん しょうがい ていぎ まえ

にまとめております ）。

議事： 障 害 者基本法について
ぎ じ しょうがいしゃきほんほう

１ 障 害 者基本法の性 格
しょうがいしゃきほんほう せいかく

（施策の客 体から権利の主 体へ）
しさく きゃくたい けんり しゅたい

○障 害 者基本法を抜 本 的に改 正し、障 害 者が権利の主 体であることを明
しょうがいしゃきほんほう ばっぽんてき かいせい しょうがいしゃ けんり しゅたい あき

らかにする権利法にしていくことが重 要（多数 。）
けんりほう じゅうよう たすう

（基本法としての性 格）
きほんほう せいかく

○障 害 者基本法を、我が国での障 害 者権利条 約実施の 礎 となる基本法と
しょうがいしゃきほんほう わがくに しょうがいしゃけんりじょうやくじっし いしずえ きほんほう

位置づけるとともに、障 害 者にかかわる各 法制との関 係を明らかにすること
い ち しょうがいしゃ かくほうせい かんけい あき

（多数 。）
たすう

○障 害 者がどのような権利を有しているのかを明示し、それをふまえ、国に対
しょうがいしゃ けんり ゆう めいじ くに たい

し基本方 針を明示し、各政 策に対する として、拘 束 力 のあるものでなけ親 法
きほんほうしん めいじ かくせいさく たい おやほう こうそくりょく

ればならない（大 谷 。）
おおたに

（国、地方公 共団 体の責務）
くに ちほうこうきょうだんたい せきむ

○障 害 者の権利を実 現するために、国、地方公 共団 体が施策を講じる責務を
しょうがいしゃ けんり じつげん くに ちほうこうきょうだんたい しさく こう せきむ

明らかにすること（多数 。）
あき たすう

（国 民の責務）
こくみん せきむ

○障 害 者の権利法とするなら、障 害 者基本法では国 民や民 間団 体の責務
しょうがいしゃ けんりほう しょうがいしゃきほんほう こくみん みんかんだんたい せきむ

（ ） 。 （ ）努 力義務 を規定すべきでないのではないか 国 民や民 間団 体の責務 努 力義務
どりょくぎ む きてい こくみん みんかんだんたい せきむ どりょく ぎ む

は、別途の差別禁止法において規定されるべきである（竹 下 。）
べっと さべつきんしほう きてい たけした

（法 制 上の措置）
ほうせいじょう そ ち
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○障 害 者基本法の条 項を実施するためには 国が必 要な法 制 上の措置を講、
しょうがいしゃきほんほう じょうこう じっし くに ひつよう ほうせいじょう そ ち こう

じることを明記する必 要がある（小川ほか 。）
めいき ひつよう おがわ

２ 基本的人 権の確 認
きほんてきじんけん かくにん

（総 則的人 権規定）
そうそくてきじんけんきてい

○障 害 者権利条 約の規定に盛り込まれた人 権について、障 害 者基本法で
しょうがいしゃけんりじょうやく きてい も り こ じんけん しょうがいしゃきほんほう

総 則的に規定し これを保 障されるべき権利として確 認したうえで 必 要な施策、 、
そうそくてき きてい ほしょう けんり かくにん ひつよう しさく

について論じていくことが必 要（大 谷ほか 。）
ろん ひつよう おおたに

（権利条 約の一 般原 則との関 係）
けんりじょうやく いっぱんげんそく かんけい

、 （ 、 ）○基本的人 権の確 認をしていく際 権利条 約第３ 条 一 般原 則 (a)～(h)
きほんてきじんけん かくにん さい けんりじょうやくだい じょう いっぱんげんそく

を参 照すべき（関 口、長瀬ほか 。）
さんしょう せきぐち ながせ

○以下の各 項 目を保 障（又は尊 重）すべき。
い か かくこうもく ほしょう また そんちょう

・自立と自己決 定（小川、尾 上ほか）
じりつ じ こ けってい おがわ おのうえ

・社 会参加とインクルージョン（大 谷、尾 上ほか）
しゃかいさんか おおたに おのうえ

・多様性及び差異の尊 重（関 口ほか）
たようせいおよ さ い そんちょう せきぐち

・アクセシビリティ（長瀬ほか）
ながせ

・住 居を得る権利、所 得を得る権利、ケアを利用する権利（川 﨑）
じゅうきょ え けんり しょとく え けんり りよう けんり かわさき

（個人のインテグリティ）
こじん

○条 約の訳を検 討の上（大 谷 、または 「そのままの状 態で尊 重されるこ） 、
じょうやく わけ けんとう うえ おおたに じょうたい そんちょう

と」を（小川）権利として規定すること。
おがわ けんり きてい

○人 身の自由を規定すべき（関 口 。）
じんしん じゆう きてい せきぐち

（地域で生 活を 営 む権利）
ちいき せいかつ いとな けんり

○障 害 者基本法で、地域で生 活を 営 む権利（権利条 約第１９ 条 参 照）
しょうがいしゃきほんほう ちいき せいかつ いとな けんり けんりじょうやくだい じょうさんしょう

を確 認し、その権利を実 現するために国 等が施策を講じることを盛り込むべき
かくにん けんり じつげん くにとう しさく こう も り こ

（大 谷、大 濱、小川、尾 上、川 﨑、北野、関 口、土 本、松井ほか 。）
おおたに おおはま おがわ おのうえ かわさき きたの せきぐち つちもと まつい

○障 害 者の施策を論じるときだけ、ことさらに地域での生 活を論じなくてはな
しょうがいしゃ しさく ろん ちいき せいかつ ろん

らないという現 状こそが問 題（堂 本ほか 。）
げんじょう もんだい どうもと

（手話言語及びコミュニケーション）
しゅわげんごおよ

○手話などの非音 声言語を言語として位置づけ（権利条 約第２ 条 参 照 、コ）
しゅわ ひ おんせいげんご げんご い ち けんりじょうやくだい じょうさんしょう

ミュニケーションの保 障として障 害 者が 自 ら選 択する手 段、方 法を適 切に
ほしょう しょうがいしゃ みずか せんたく しゅだん ほうほう てきせつ

確保することを権利として盛り込むことが必 要（権利条 約第２ 条 、第２１ 条
かくほ けんり も り こ ひつよう けんりじょうやくだい じょう だい じょう

参 照 （大 谷、小川、尾 上、門 川、土 本、久 松、松井ほか 。）。 ）
さんしょう おおたに おがわ おのうえ かどかわ つちもと ひさまつ まつい
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○権利条 約の解 釈として、コミュニケーション手 段に「要 約筆記」が含まれて
けんりじょうやく かいしゃく しゅだん ようやくひっき ふく

いることを明記すべき（新 谷 。）
めいき しんたに

（障 害のある女 性、子ども）
しょうがい じょせい こ

○権利条 約は障 害のある女 性が、複 合差別を受けていることを認め、関 連
けんりじょうやく しょうがい じょせい ふくごうさべつ う みと かんれん

条 文にもジェンダーを意識した文 言を入れていることを踏まえて、基本法にもこ
じょうぶん いしき ぶんげん い ふ きほんほう

れを受ける総 合的規定を盛り込むことが必 要（大 谷、長瀬 。）
う そうごうてききてい も り こ ひつよう おおたに ながせ

○障 害のある子どもの権利の尊 重については、子どもの権利条 約の批 准時に
しょうがい こ けんり そんちょう こ けんりじょうやく ひじゅん じ

国 内法整備に具体化されなかったことを踏まえて、子どもの意見表 明権につい
こくないほうせいび ぐたいか ふ こ いけんひょうめいけん

て盛り込むことが必 要（大 谷、長瀬 。）
も り こ ひつよう おおたに ながせ

３ 障 害の定義
しょうがい ていぎ

（社 会モデルに沿った障 害の定義）
しゃかい そ しょうがい ていぎ

○障 害を 機能障 害としてとらえる 医学モデル のではなく 社 会 的環 境、 （ ） 、
しょうがい きのうしょうがい いがく しゃかいてきかんきょう

との相互作用によってとらえる（社 会モデル）べき（多数 。）
そうごさよう しゃかい たすう

（一 般 的な定義と目 的に対 応した定義）
いっぱんてき ていぎ もくてき たいおう ていぎ

○障 害 者基本法を権利法と位置づけた場合、同 法における障 害 者の定義は狭
しょうがいしゃきほんほう けんりほう い ち ばあい どうほう しょうがいしゃ ていぎ せま

すぎる。身 体または精 神的理由により社 会生 活に支援が必 要な者、または
しんたい せいしんてきりゆう しゃかいせいかつ しえん ひつよう しゃ

環 境が原 因で社 会参加が阻害、限 定されている者を基本法の対 象としなけ
かんきょう げんいん しゃかいさんか そがい げんてい しゃ きほんほう たいしょう

れば法の目 的が貫 徹されない（竹 下、堂 本、松井ほか 。）
ほう もくてき かんてつ たけした どうもと まつい

○障 害 者手 帳の制度にかかわりなく、障 害 者基本法における障 害 者の範囲
しょうがいしゃてちょう せいど しょうがいしゃきほんほう しょうがいしゃ はんい

は、幅 広く権利の主 体として位置づけられるようにすること（小川ほか 。）
はばひろ けんり しゅたい い ち おがわ

（ 制度の谷間」等の解 消）「
せいど たにま とう かいしょう

○障 害の範囲に 発 達障 害 高次脳機能障 害 難 病等の いわゆる 制度、 、 、 、 「
しょうがい はんい はったつしょうがい こうじのうきのうしょうがい なんびょうとう せいど

の谷間」と言われてきた障 害が適 切に含まれなければならない（多数 。）
たにま い しょうがい てきせつ ふく たすう

「 」 「 」 （ ）。○ 制度の谷間 に加え 障 害の程度による谷間 も解 消することが必 要 新 谷
せいど たにま くわ しょうがい ていど たにま かいしょう ひつよう しんたに

○盲ろうも定義に入れるべき（門 川 。）
ていぎ い かどかわ

○過去の経 歴がある者、障 害のある者と見なされた者、ユニークフェイスと呼
か こ けいれき しゃ しょうがい しゃ み しゃ よ

ばれる状 態にある者などについても包 含して、差別禁止法の対 象範囲につな
じょうたい しゃ ほうがん さべつきんしほう たいしょうはんい

がる定義にすることが必 要（小川ほか 。）
ていぎ ひつよう おがわ
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○HIVのキャリアー、顔 面に異形やあざのある人などに関わる障 害の「みなし」
がんめん いけい ひと かか しょうがい

や「過去の経 歴」も障 害の範囲に含めることができる柔 軟な対 応が必 要
か こ けいれき しょうがい はんい ふく じゅうなん たいおう ひつよう

（尾 上 。）
おのうえ

○障 害の定義との関 係で手 帳制度の見 直 しが必 要（関 口 。）
しょうがい ていぎ かんけい てちょうせいど けんちょく ひつよう せきぐち

（国 民の理解）
こくみん りかい

○障 害が環 境との関 係によって 生 じるという考 え 方を広く国 民に理解を
しょうがい かんきょう かんけい しょう かんがえかた ひろ こくみん りかい

促 していくことが必 要（大 谷、佐藤 。）
うなが ひつよう おおたに さとう

４ 差別の定義
さべつ ていぎ

（差別禁止法）
さべつきんしほう

、 。 、○現 行基本法の規定は 抽 象 的で法規範性が極めて曖 昧である 同 法には
げんこうきほんほう きてい ちゅうしょうてき ほうきはんせい きわ あいまい どうほう

、 、親 法としての同 法の性 格を踏まえて差別禁止を位置づけ 差別禁止法については
おやほう どうほう せいかく ふ さべつきんし い ち さべつきんしほう

権利条 約に沿って（特に裁 判規範性をもつものという観 点から）別途検 討が
けんりじょうやく そ とく さいばんきはんせい かんてん べっとけんとう

必 要（大 谷、竹 下ほか 。）
ひつよう おおたに たけした

（差別の定義）
さべつ ていぎ

（ 、 、 、 、○障 害 者基本法に差別の定義を設けることが必 要 大 谷 大 濱 川 﨑 北野
しょうがいしゃきほんほう さべつ ていぎ もう ひつよう おおたに おおはま かわさき きたの

松井ほか 。）
まつい

○合理的配 慮を定義し、その否定が差別に含まれることを規定することが必 要
ごうりてきはいりょ ていぎ ひてい さべつ ふく きてい ひつよう

（大 谷、久 松ほか 。）
おおたに ひさまつ

○差別の３類 型（直 接差別、間 接差別、合理的配 慮の否定（欠 如 ）を踏まえ）
さべつ るいけい ちょくせつさべつ かんせつさべつ ごうりてきはいりょ ひてい けつじょ ふ

ることが必 要（小川、尾 上、新 谷ほか 。）
ひつよう おがわ おのうえ しんたに

（特 定の生 活様 式を強いられること）
とくてい せいかつようしき し

○特 定の生 活様 式を強いられること 施設に閉じこめられることを 差別との関 連、 、
とくてい せいかつようしき し しせつ と さべつ かんれん

で位置づけることが必 要（尾 上、大 濱、関 口、土 本 。）
い ち ひつよう おのうえ おおはま せきぐち つちもと

（家族、周 囲への差別）
かぞく しゅうい さべつ

○障 害 者のみならず障 害 者の家族、介 助者等への差別も含めてとらえること
しょうがいしゃ しょうがいしゃ かぞく かいじょしゃとう さべつ ふく

が必 要（ 東 ［補足説 明 、大 谷、川 﨑、新 谷、長瀬、久 松ほか 。］ ）
ひつよう ひがし ほそくせつめい おおたに かわさき しんたに ながせ ひさまつ

（地域の理解）
ちいき りかい

○障 害 者の施設設 立やサービス開始に際して起こる地域の反 対への対 応、特
しょうがいしゃ しせつせつりつ かいし さい お ちいき はんたい たいおう とく

に法 的手 段に 訴 えるよりも地道に地域の理解を求めることでよい結果が 導 かれ
ほうてきしゅだん うった じみち ちいき りかい もと けっか みちび

ることがある（大 濱、清 原、竹 下、森 。）
おおはま きよはら たけした もり
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（積 極 的差別是正措置への言 及）
せっきょくてきさべつぜせい そ ち げんきゅう

○積 極 的差別是正措置は差別に該 当しないことを明記することが必 要（小川、
せっきょくてきさべつぜせい そ ち さべつ がいとう めいき ひつよう おがわ

関 口ほか 。）
せきぐち

（欠 格条 項）
けっかくじょうこう

○法 律や取 引 上の契 約事項等に障 害を理由にした欠 格条 項は差別禁止に
ほうりつ とりひきじょう けいやくじこうとう しょうがい りゆう けっかくじょうこう さべつきんし

抵 触しているので、欠 格条 項の問 題についても検 討が必 要（尾 上ほか 。）
ていしょく けっかくじょうこう もんだい けんとう ひつよう おのうえ

５ 障 害 者に関する基本的施策
しょうがいしゃ かん きほんてきしさく

【施策全 般に関して】
しさくぜんぱんにかん

（既存施策の全 般的改 正）
きそんしさく ぜんぱんてきかいせい

○権利条 約に沿って、権利の確 認という観 点から全 面改 定が必 要（小川、
けんりじょうやく そ けんり かくにん かんてん ぜんめんかいてい ひつよう おがわ

関 口 。）
せきぐち

（権利の確 認と施策）
けんり かくにん しさく

○保 障されるべき基本的な権利を踏まえたうえで、必 要な施策について論じてい
ほしょう きほんてき けんり ふ ひつよう しさく ろん

くべき［再 掲 （大 谷ほか 。］ ）
さいけい おおたに

【現 行規定に関 連して】
げんこうきてい かんれん

（※ 現 行の障 害 者基本法の関 連箇所を［ ］で示します ）。
げんこう しょうがいしゃきほんほう かんれんかしょ しめ

［第５ 条 、７ 条］（意識の向 上）
いしき こうじょう だい じょう しちじょう

○権利条 約第８ 条 の「意識の向 上」を踏まえ、その内 容を盛り込むべき
けんりじょうやくだい じょう いしき こうじょう ふ ないよう も り こ

（新 谷 。）
しんたに

［第９ 条 、２４ 条 、２５ 条 ］（当事者参加）
とうじしゃさんか だい じょう じょう じょう

（ 、 ）。 、○障 害 者政 策・計 画策 定への当事者参加の規定が必 要 佐藤 竹 下 また
しょうがいしゃせいさく けいかくさくてい とうじしゃさんか きてい ひつよう さとう たけした

障 害 者団 体を財 政的に支援する制度の検 討を（佐藤 。）
しょうがいしゃだんたい ざいせいてき しえん せいど けんとう さとう

［第１２ 条 ］（リハビリテーション）
だい じょう

○リハビリテーションの保 障を盛り込むべき 権利条 約第２６ 条 参 照 大 濱（ ）（
ほしょう も り こ けんりじょうやくだい じょうさんしょう おおはま

ほか 。）

（地域サービス ［第１２ 条 ］）
ちいき だい じょう

○権利条 約のパーソナル・アシスタンス・サービスを含む支援を受ける権利の
けんりじょうやく ふく しえん う けんり

規定を設け、障 害 者のニーズを踏まえ、地域生 活の基盤整備を重 点 的に進め
きてい もう しょうがいしゃ ふ ちいきせいかつ きばんせいび じゅうてんてき すす
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るような規定や制度が必 要（尾 上 。）
きてい せいど ひつよう おのうえ

○地域で生 活するためのサービスの地域格差を解 消するため、ニーズの適 切な
ちいき せいかつ ちいきかくさ かいしょう てきせつ

把握と必 要な財 源確保の規定が必 要（尾 上 。）
はあく ひつよう ざいげんかくほ きてい ひつよう おのうえ

○障 害の軽 重や障 害の種 別によるサービス格差をなくし、本 人のニーズに
しょうがい けいちょう しょうがい しゅべつ かくさ ほんにん

即したサービスであることが必 要（川 﨑 。）
そく ひつよう かわさき

（教 育 ［第１４ 条 ］）
きょういく だい じょう

○教 育について、権利条 約のインクルーシブ教 育に沿った改 正を（大 谷、
きょういく けんりじょうやく きょういく そ かいせい おおたに

小川、尾 上 。）
おがわ おのうえ

（雇用 ［第１５ 条 、１６ 条 ］）
こよう だい じょう じょう

○雇用について 雇用の促 進のみならず 差別の禁止など権利条 約に沿った改 正、 、
こよう こよう そくしん さべつ きんし けんりじょうやく そ かいせい

を（小川、尾 上 。）
おがわ おのうえ

（情 報の利用におけるバリアフリー化 ［第１９ 条 ］）
じょうほう りよう か だい じょう

○情 報へのアクセスを確保するために大 幅改 正を（佐藤 。）
じょうほう かくほ おおはばかいせい さとう

（障 害の予防 ［第２３ 条 ］）
しょうがい よぼう だい じょう

○現 行障 害 者基本法の障 害の予防に関する条 項の修 正、削 除（小川、
げんこうしょうがいしゃきほんほう しょうがい よぼう かん じょうこう しゅうせい さくじょ おがわ

尾 上、久 松 。）
おのうえ ひさまつ

（難 病 ［第２３ 条 ］）
なんびょう だい じょう

○難 病の人への施策について盛り込むべき（尾 上、関 口ほか 。）
なんびょう ひと しさく も り こ おのうえ せきぐち

○「難 病等に起因する障 害」の「に起因する」は削 除すべき（尾 上 。）
なんびょうとう きいん しょうがい きいん さくじょ おのうえ

【現 行にない規定】
げんこう きてい

（政治参加及び司法参加）
せいじさんかおよ しほうさんか

○政治参加、司法参加に関する規定が必 要（小川、尾 上、川 﨑、関 口、松井 。）
せいじさんか しほうさんか かん きてい ひつよう おがわ おのうえ かわさき せきぐち まつい

（差別禁止）
さべつきんし

○差別禁止の法制度の確 立と施策を新 設すべき（小川、尾 上、川 﨑、関 口 。）
さべつきんし ほうせいど かくりつ しさく しんせつ おがわ おのうえ かわさき せきぐち

（虐 待防止）
ぎゃくたいぼうし

（ 、 、 、 ）。○虐 待防止の法制度の確 立と施策を新 設すべき 小川 川 﨑 関 口 土 本
ぎゃくたいぼうし ほうせいど かくりつ しさく しんせつ おがわ かわさき せきぐち つちもと

○定義や目 的の規定で虐 待防止に触れ、個別法で対 処（松井 。）
ていぎ もくてき きてい ぎゃくたいぼうし ふ こべつほう たいしょ まつい
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○差別と虐 待とは 根は同じとの理解も可能だが 支援方 法は異なり 差別と別、 、 、
さべつ ぎゃくたい ね おな りかい かのう しえんほうほう こと さべつ べつ

に虐 待についての立 法が必 要（竹 下 。）
ぎゃくたい りっぽう ひつよう たけした

（障 害 児）
しょうがいじ

○障 害 児の施策を新 設すべきである（小川、佐藤、関 口 。）
しょうがいじ しさく しんせつ おがわ さとう せきぐち

（障 害 者実 態 調 査）
しょうがいしゃじったいちょうさ

○政 策立 案には 実 態 調 査が必 要である 小川 佐藤 新 谷 その際 国 民全 体、 。（ 、 、 ） 、
せいさくりつあん じったいちょうさ ひつよう おがわ さとう しんたに そのさい こくみんぜんたい

との関 係について留 意すべきである（勝 又 。）
かんけい りゅうい かつまた

（予算の確保）
よさん かくほ

○必 要な予算の確保に関する規定が必 要（尾 上、勝 又 。）
ひつよう よさん かくほ かん きてい ひつよう おのうえ かつまた

（国 際協 力）
こくさいきょうりょく

○障 害 者の権利条 約にならって、日本の障 害 者政 策の根 本をなす基本法
しょうがいしゃ けんりじょうやく にほん しょうがいしゃせいさく こんぽん きほんほう

に、国 際協 力について独 立した条 文規定を新 設することが必 要（佐藤、
こくさいきょうりょく どくりつ じょうぶんきてい しんせつ ひつよう さとう

中 西、長瀬、松井 。）
なかにし ながせ まつい

６ モニタリング

（監視機関）
かんしきかん

（ 、 、○パリ原 則に 則 り一 定の独 立性と権 限をもった監視機関が必 要 尾 上 小川
げんそく のっと いってい どくりつせい けんげん かんしきかん ひつよう おのうえ おがわ

松井、山 崎ほか 。）
まつい やまざき

○監視機関について、障 害 者基本法に位置づけるべき（北野、新 谷ほか 。）
かんしきかん しょうがいしゃきほんほう い ち きたの しんたに

○中障 協 との関 係の整理が必 要（松井ほか 。）
きょう かんけい せいり ひつよう まつい

○監視の対 象を明らかにすることが必 要（佐藤、久 松ほか 。）
かんし たいしょう あき ひつよう さとう ひさまつ

○監視機関に調 査権 限を付与すべき（小川、松井ほか 。）
かんしきかん ちょうさけんげん ふ よ おがわ まつい

○監視結果を行 政施策にフィードバックするための規定が必 要（竹 下 。）
かんしけっか ぎょうせいしさく きてい ひつよう たけした

（調 査）
ちょうさ

○条 約の実施状 況の監視とともに 総 合 的な施策推 進のための調 査も必 要、
じょうやく じっしじょうきょう かんし そうごうてき しさくすいしん ちょうさ ひつよう

ではないか（調 査の在り方については議論が必 要 （勝 又、北野、佐藤委員 。） ）
ちょうさ ありかた ぎろん ひつよう かつまた きたの さとういいん

［モニタリングの項ではなく、基本的施策の項で論じるのが適 当ではないか
こう きほんてきしさく こう ろん てきとう

（新 谷 ］）。
しんたに

（救 済機関）
きゅうさいきかん
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○権利保護（救 済）の法 的根 拠は、包 括的な人 権保護法による人 権委員会
けんり ほ ご きゅうさい ほうてきこんきょ ほうかつてき じんけん ほ ご ほう じんけんいいんかい

または障 害 者差別禁止法に基づく障 害 者権利委員会などで対 応し、
しょうがいしゃ さべつ きんし ほう もと しょうがいしゃ けんり いいん かい たいおう

障 害 者基本法以外に求めることが必 要（小川、北野、松井ほか 。）
しょうがいしゃきほんほういがい もと ひつよう おがわ きたの まつい

○これらの機関は、パリ原 則に 則 り、内 閣府 所管の独 立機関として位置づけ
きかん げんそく のっと ないかくふどころかん どくりつきかん い ち

ること（小川、北野、松井ほか 。）
おがわ きたの まつい

７ その他
ほか

○中障 協 と地方協 議会について今後の在り方の検 討を 行 うこと（小川 。）
きょう ちほうきょうぎかい こんご ありかた けんとう おこな おがわ

○権利条 約の定義 条 約第２ 条 にある ユニバーサルデザイン 一 般原 則（ ） 「 」、
けんりじょうやく ていぎ じょうやくだい じょう いっぱんげんそく

（ ） 「 」 （ ）。条 約第３ 条 にある アクセシビリティ などの定義についても議論を 新 谷
じょうやくだい じょう ていぎ ぎろん しんたに

○基本的理念として、障 害 者の権利主 体 性、ノーマライゼーション、ソーシャ
きほんてきりねん しょうがいしゃ けんりしゅたいせい

ルインクルージョン、スティグマの徹 底排 除などの考 え 方を（清 原 。）
てっていはいじょ かんがえかた きよはら

○欠 格条 項と差別立 法の洗い出しが必 要（関 口 。）
けっかくじょうこう さべつりっぽう あらいだ ひつよう せきぐち

［以 上］
いじょう


